
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
政
策
課
）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

六

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　
　

六

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　
　

六

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

七

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

八

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

九

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

九

選
挙
管
理
委
員
会

〇
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放

　

送
事
業
者
及
び
政
見
放
送
の
回
数
に
つ
い
て 

一
一

収
用
委
員
会

〇
相
川
沢
川
十
三
浜
事
件
審
理
の
開
催 

一
一

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

冨
永
内
科
医
院

塩
竈
市
松
陽
台
一
丁
目
一
番
二

－

二
号

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

遠
藤
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
崎
市
古
川
中
島
町
一

－

二
十
八

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日

医
療
法
人
社
団
交
鐘
会
あ
お

ぞ
ら
在
宅
診
療
所
富
谷
仙
台

富
谷
市
富
ケ
丘
二
丁
目
二
十
番
地
二　

サ
イ
バ

ー
パ
ー
ク
富
谷
三
百
五

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日

銀
河
薬
局
泉
沢
店

塩
竈
市
泉
沢
町
二
十
二

－

五

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

く
る
み
薬
局

角
田
市
角
田
字
田
町
百
二
十
三
番
地
の
六

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

玉
渕
医
院

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一

－

一

－

五
十
八

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
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平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

冨
永
内
科
医
院

塩
竈
市
藤
倉
二
丁
目
十
六

－

三
十
五

平
成
二
十
九
年
七
月
十
六
日

あ
お
ぞ
ら
在
宅
診
療
所　

富

谷
仙
台

富
谷
市
富
ケ
丘
二
丁
目
二
十

－

二　

サ
イ
バ
ー

パ
ー
ク
富
谷
三
百
五

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一

日

三
浦
泌
尿
器
科
医
院

石
巻
市
新
橋
八

－

六

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
一

日

く
る
み
薬
局

角
田
市
角
田
字
田
町
百
二
十
三
番
地
の
六

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一

日

玉
渕
医
院

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一

－

一

－

五
十
八

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

女
川
町
地
域
医
療
セ
ン

タ
ー

女
川
町
鷲
神
浜
字
堀
切
山
五
十

一

－

六

平
成
二
十
九
年
十
月
一

日

平
成
三
十
二
年
九
月
三

十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
四
一

訪
問
介
護
け
や
き
の
杜

角
田
市
角
田
字
中
島
上
百
八
十

三
番
地

医
療
法
人
金
上
仁
友
会

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
七
五
〇

結
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

岩
沼
市
藤
浪
一
丁
目
三
番
四
十

九
号

株
式
会
社
結

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
二
一
二
五

リ
ツ
ワ
訪
問
介
護
事
業
所

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
一
丁
目

一
番
二
号

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
六
〇
〇
〇
三
一

エ
ム
ツ
ー
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン　

富
谷

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
二
十
四

番
地
六

Ｍ
２
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
株
式
会

社

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
九
三
一

ラ
イ
フ
リ
ッ
チ
在
宅
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
城
内

二　

十
八

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ　

Ｒ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

二　

訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
〇
七
九
〇
一
〇
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　

シ

ン
シ
ア

名
取
市
飯
野
坂
四
丁
目
四
番
十

五
号

株
式
会
社
ジ
ー
マ
ー
プ
ル

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

〇
四
六
二
四
九
〇
〇
四
六

す
こ
や
か
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
原
二
百

四
十
七
番
地
十
九

合
同
会
社
み
ら
い
介
護

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

三　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
二
一
一
七

く
り
は
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

栗
原
市
築
館
下
宮
野
町
下
二
十

四
番
地
一

株
式
会
社
イ
ー
ク
ア
ル

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
八
四
六

ツ
ク
イ
多
賀
城

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
四
番
十

六
号

株
式
会
社
ツ
ク
イ

平
成
二
十
九
年

八
月
一
日

〇
四
七
一
六
〇
〇
〇
四
九

オ
ア
シ
ス
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
富
ヶ

丘富
谷
市
富
ケ
丘
二
丁
目
十
七
番

地
二
十
四

株
式
会
社
東
北
介
護
福
祉
サ

ー
ビ
ス

平
成
二
十
九
年

八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と
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し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
三
一
〇
〇
六
八
三

セ
ン
ト
ケ
ア
こ
ご
た

遠
田
郡
美
里
町
化
粧
坂
十
九
番

一
号

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
九
四
九

居
宅
介
護
支
援
ふ
れ
あ
い
ホ
ー

ム
ひ
な
た
ぼ
っ
こ

宮
城
郡
利
府
町
花
園
三
丁
目
五

番
地
十
八

株
式
会
社
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ム

ひ
な
た
ぼ
っ
こ

平
成
二
十
九
年

八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
四
一

訪
問
介
護
け
や
き
の
杜

角
田
市
角
田
字
中
島
上
百
八
十

三
番
地

医
療
法
人
金
上
仁
友
会

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
二
一
二
五

リ
ツ
ワ
訪
問
介
護
事
業
所

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
一
丁
目

一
番
二
号

株
式
会
社
リ
ツ
ワ

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
六
〇
〇
〇
三
一

エ
ム
ツ
ー
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン　

富
谷

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
二
十
四

番
地
六

Ｍ
２
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
株
式
会

社

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
九
三
一

ラ
イ
フ
リ
ッ
チ
在
宅
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
城
内

二　

十
八

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ　

Ｒ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

二　

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
〇
七
九
〇
一
〇
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　

シ

ン
シ
ア

名
取
市
飯
野
坂
四
丁
目
四
番
十

五
号

株
式
会
社
ジ
ー
マ
ー
プ
ル

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

〇
四
六
二
四
九
〇
〇
四
六

す
こ
や
か
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
原
二
百

四
十
七
番
地
十
九

合
同
会
社
み
ら
い
介
護

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
二
一
一
七

く
り
は
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
栗
原
市
築
館
下
宮
野
町
下
二
十

四
番
地
一

株
式
会
社
イ
ー
ク
ア
ル

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
四
〇
〇
八
〇
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
す
み
ち
ゃ
ん
の

家東
松
島
市
野
蒜
字
大
茂
倉
八
十

番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
ん

び
〜
り
す
み
ち
ゃ
ん
の
家

平
成
二
十
九
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
二
一
三
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
和
み
川
北
新
町

亭栗
原
市
若
柳
川
北
新
町
百
七
番

地
四

株
式
会
社
ケ
ア
・
ラ
イ
フ
・

フ
ェ
イ
ス

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
五
〇
二
五
七
五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
欅

大
崎
市
古
川
沢
田
字
筒
場
十
五

株
式
会
社
Ｓ
Ｋ
Ｙ

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
八
四
六

ツ
ク
イ
多
賀
城

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
四
番
十

六
号

株
式
会
社
ツ
ク
イ

平
成
二
十
九
年

八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
五
六
七

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所
あ

お
ぞ
ら

塩
竈
市
伊
保
石
三
百
五
十
六
番

地
二

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所

あ
お
ぞ
ら

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日
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〇
四
七
二
二
〇
〇
三
三
六

有
限
会
社
コ
ス
モ
ス
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南
二
十

九
番
地
十
二

有
限
会
社
コ
ス
モ
ス
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
三
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
い
や

し
の
館

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
西
ノ
浜

五
十
九
番
地
五

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

二　

訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
六
〇
二
九
〇
一
四
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
て
あ

ー
て
石
巻
市
小
船
越
字
堤
下
六
十
六

番
地

株
式
会
社
白
樺

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

三　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
六
四

ユ
ー
ス
ポ
館
腰
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
一
〇
八
七

ユ
ー
ス
ポ
仙
台
南
デ
イ
サ
ー
ビ

ス名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
四
〇
四

ユ
ー
ス
ポ
岩
沼
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

岩
沼
市
藤
浪
二
丁
目
一
番
十
一

号

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
一
一
三
六

ユ
ー
ス
ポ
大
河
原
デ
イ
サ
ー
ビ

ス柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
桜
町
一

番
地
十

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
〇
四

ユ
ー
ス
ポ
亘
理
デ
イ
ト
レ
セ
ン

タ
ー

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
沼

添
七
十
五
番
地
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

四　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
四
五
〇

さ
く
ら
ぐ
り
ー
ん

社
会
福
祉
法
人
嶋
福
祉
会

平
成
二
十
九
年

塩
竈
市
杉
の
入
四
丁
目
三
番
八

号

七
月
三
十
一
日

五　

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
四
五
〇

さ
く
ら
ぐ
り
ー
ん

塩
竈
市
杉
の
入
四
丁
目
三
番
八

号

社
会
福
祉
法
人
嶋
福
祉
会

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
五
〇
二
五
四
二

健
康
堂
薬
局
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー

大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
一
丁
目

六
番
二
号

有
限
会
社
健
康
堂
薬
局

平
成
二
十
九
年

七
月
二
十
一
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
五
六
七

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所
あ

お
ぞ
ら

塩
竈
市
伊
保
石
三
百
五
十
六
番

地
二

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所

あ
お
ぞ
ら

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
六
四

ユ
ー
ス
ポ
館
腰
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
九
〇
〇
三
三
三

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

坂
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

多
賀
城
市
下
馬
二
丁
目
十
三
番

七
号

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
二
〇
〇
〇
二
二

有
限
会
社
あ
お
ば

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
二
丁

目
一
番
地
六
号

有
限
会
社
あ
お
ば

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
〇
四

ユ
ー
ス
ポ
亘
理
デ
イ
ト
レ
セ
ン

タ
ー

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
沼

添
七
十
五
番
地
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
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ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
五
六
七

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所
あ

お
ぞ
ら

塩
竈
市
伊
保
石
三
百
五
十
六
番

地
二

株
式
会
社
居
宅
支
援
事
業
所

あ
お
ぞ
ら

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
〇
三
三
六

有
限
会
社
コ
ス
モ
ス
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南
二
十

九
番
地
十
二

有
限
会
社
コ
ス
モ
ス
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
三
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
い
や

し
の
館

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
西
ノ
浜

五
十
九
番
地
五

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

二　

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
六
〇
二
九
〇
一
四
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
て
あ

ー
て

石
巻
市
小
船
越
字
堤
下
六
十
六

番
地

株
式
会
社
白
樺

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
九
六
四

ユ
ー
ス
ポ
館
腰
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

名
取
市
植
松
字
錦
田
四
十
四
番

地
の
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
一
〇
八
七

ユ
ー
ス
ポ
仙
台
南
デ
イ
サ
ー
ビ

ス名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
四
〇
四

ユ
ー
ス
ポ
岩
沼
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

岩
沼
市
藤
浪
二
丁
目
一
番
十
一

号

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
四
八
七

ユ
ー
ス
ポ
は
つ
ら
つ
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

岩
沼
市
藤
浪
二
丁
目
一
番
十
一

号

〇
四
七
一
一
〇
〇
六
〇
二

ユ
ー
ス
ポ
岩
沼
大
手
町
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

岩
沼
市
大
手
町
八
番
十
五
号

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
二
〇
一
一
三
六

ユ
ー
ス
ポ
大
河
原
デ
イ
サ
ー
ビ

ス柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
桜
町
一

番
地
十

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
〇
四

ユ
ー
ス
ポ
亘
理
デ
イ
ト
レ
セ
ン

タ
ー
亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
沼

添
七
十
五
番
地
一

株
式
会
社
ユ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ラ

イ
フ

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
九
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
松
島
の
館

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
西
ノ
浜

五
十
九
番
五

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ケ
イ
ヘ
ル

ス
ケ
ア
研
究
所

平
成
二
十
九
年

八
月
三
十
一
日

四　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
四
五
〇

さ
く
ら
ぐ
り
ー
ん

塩
竈
市
杉
の
入
四
丁
目
三
番
八

号

社
会
福
祉
法
人
嶋
福
祉
会

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

五　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
四
五
〇

さ
く
ら
ぐ
り
ー
ん

塩
竈
市
杉
の
入
四
丁
目
三
番
八

号

社
会
福
祉
法
人
嶋
福
祉
会

平
成
二
十
九
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
三
三
九

フ
ル
ー
ル
介
護
ス
テ
ー

居
宅
介
護

合
同
会
社
フ
ル

平
成
二
十
九
年
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シ
ョ
ン

塩
竈
市
牛
生
町
九

－

二

十
一

重
度
訪
問
介
護

ー
ル

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

十
一
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
表
浜

支
所
の
地
区

平
成
二
十
九
年

九
月
十
九
日

石
巻
市
小
渕
浜
小
渕
六
十

九木
村　

忠
良

石
巻
市
小
渕
浜
向
田
二
十

－

八
布
川　

章
義

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

田
中

農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

沖
富
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
島
浪
板
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
小
々
汐
八
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
小
々
汐
八
〇
番
一
地
先
ま
で

前

　

七
・
五
〜

 

一
三
・
一

 

八
八
・
三

後

一
五
・
一
〜

 

三
六
・
五

 

八
八
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
籠
東
和
線

三　

道
路
の
区
域
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変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
本
吉
町
滝
沢
八
番
一
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
滝
沢
八
番
一
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
〇
〜

 

五
・
三

 

九
三
・
〇

後

　

九
・
九
〜

 

一
八
・
五

 

九
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
七
〇
番
二
地
先

か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
管
の
浜
六
七
番
四
地
先
ま
で

前

　

九
・
〇
〜

 

一
一
・
六

 

一
三
・
〇

後

　

九
・
六
〜

 

一
八
・
三

 

一
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
七
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
藤　

三
男

二
級
建
築
士

第
千
九
百
三
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

高
橋　

敏

二
級
建
築
士

第
千
九
百
五
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
々
木　

宏

志

二
級
建
築
士

第
千
九
百
六
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

大
津　

宗
男

二
級
建
築
士

第
千
九
百
七
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

郷
古　

孝
男

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
四
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

但
木　

守

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
四
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

後
藤　

孝
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

向
田　

忍

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
々
木　

家

寿
栄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

川
野　

重
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
二
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

清
水　

幸
治

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

早
坂　

和
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

齋
藤　

市
松

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
六
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

奥
山　

力
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
八
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

門
伝　

隆
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

鈴
木　

夫
美

雄

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
藤　

次
男

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

庄
司　

一
男

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

菊
地　

俊
男

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

遠
藤　

克
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

渡
辺　

隆
男

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
二
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
々
木　

強

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
三
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

後
藤　

松
隆

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

鈴
木　

武

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
六
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

大
崎　

常
男

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

嘉
藤　

俐

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

鈴
木　

芳
男

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

石
川　

淳

二
級
建
築
士

第
三
千
三
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

寺
林　

稜
比

古

二
級
建
築
士

第
三
千
五
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

大
友　

稔

二
級
建
築
士

第
三
千
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

吉
田　

俊
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

渡
辺　

泰

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

高
橋　

利
定

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

三
浦　

栄

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

宍
戸　

彦
造

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
七
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

加
藤　

清
廣

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

八
巻　

信
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

宍
戸　

喜
千

男

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

鈴
木　

吉
男

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

小
岩　

英
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

千
葉　

正
明

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

男
沢　

次
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
三
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

堀
籠　

正
志

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
七
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
山　

昭
蔵

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
八
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

松
原　

敏
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

松
尾　

栄
作

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
二
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

鶴
家　

勇

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
三
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
藤　

秀
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
六
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
藤　

寛

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
六
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

井
筒　

健
治

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

橋
浦　

友
四

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

内
藤　

兼
志

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
三
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

菅
野　

親

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
七
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

水
野　

勝
巳

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

氏
家　

栄
盛

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
九
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

松
尾　

信
郎

二
級
建
築
士

第
四
千
二
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

後
藤　

善
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
二
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

佐
藤　

軍
逸

二
級
建
築
士

第
四
千
五
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
九
月
二

十
七
日

尾
形　

朝
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
六
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
八
号

　

鶴
田
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。
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な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

彰　
　
　

公　
　
　

告

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
野
蒜
字
横
山
六
十
二
番
、
六
十
三
番
、
六
十

四
番
、
六
十
六
番
、
六
十
七
番
、
七
十
番
、
七
十
五
番
、

七
十
六
番
、
八
十
三
番
の
一
部
、
百
一
番
、
百
二
番
、
八

十
三
番
地
先
の
道
の
一
部
、
八
十
三
番
地
先
の
無
番
地
、

七
十
五
番
地
先
の
無
番
地
、
百
一
番
地
先
の
水
、
同
字
上

野
蒜
七
十
番
二
、
二
百
二
十
九
番
、
二
百
三
十
番
、
二
百

三
十
一
番
、
二
百
三
十
二
番
、
二
百
三
十
三
番
、
二
百
五

十
九
番
、
二
百
六
十
番
、
二
百
六
十
一
番
、
二
百
八
十
一

番
、
二
百
八
十
二
番
、
二
百
八
十
三
番
、
七
十
番
二
地
先

の
道
の
一
部

 

東
松
島
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
用
端
末
装
置
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
情
報
管
理
課
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項　
　
　
　

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ
者

と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い
う
。）

の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
三
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出

す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二

－

二
二
一

－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
三
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

 　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
（
水
）
ま
で
に

必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　

 　

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
二
十

九
年
十
一
月
十
三
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
、
調
達
案
件
名
称
及
び
開
札
日
等
を
記
載
の
上
、
配
達
証
明
付
書

留
郵
便
に
て
１
あ
て
必
着
の
こ
と
。
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も

受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日
（
火
）
午
前
九
時
三
十
分

　
　

㈡　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
二
階
二
〇
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３ 　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
契
約
期
間
全
体
の
賃
借
料
の
総
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
ま
た
、
契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免

税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１

 　

Item
/Service Required : Lease of com

puter term
inal for the M

iyagi Prefectural Police W
ide 

A
rea N

etw
ork System

-1 set 

　

２

 　

D
uration of Contract : M

arch 1, 2018 to February 28, 2023
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３

 　

Location : Inform
ation M

anagem
ent D

ivision, G
eneral A

ffairs D
epartm

ent, M
iyagi 

Prefectural Police H
eadquarters, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi and other places
　

４

 　
Bid D

eadline : N
ovem

ber 13, 2017, 5 : 00 p.m
. 

　

５

 　

Contact : Supplies Section, Finance D
ivision, General A

ffairs D
epartm

ent, M
iyagi Prefectural 

Police H
eadquarters, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 980-8410 Japan T
el.: 022-221-7171 

Ext. 2232

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
三
号

　

第
四
十
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、
宮
城
県
内
の
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
関
し
、
政
見
放
送
及
び

経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
届
出
政
党
が

政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
候
補
者
届
出
政
党
一
政
党
当
た
り
の
政
見
放
送
の
回
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 
員 
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

宮
城
県
に
お
け
る

候
補
者
届
出
政
党
の

届
出
候
補
者
数

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

ラ　

ジ　

オ　

放　

送

基
幹
放
送
事
業
者
名

回　

数

基
幹
放
送
事
業
者
名

回　

数

一
人
又
は
二
人
の
場

合

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

一一

三
人
か
ら
五
人
ま
で

の
場
合

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

一一

東
北
放
送
株
式
会
社

一

六
人
の
場
合

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

東
北
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
東
日
本
放
送

一一一一

東
北
放
送
株
式
会
社

二

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
33号

　
二
級
河
川
相
川
沢
川
水
系
相
川
沢
川
改
修
工
事
（
左
岸
：
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
相
川
地
先
河
川
敷
地
か

ら
同
市
北
上
町
十
三
浜
字
相
川
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
相
川
沢
川
十

三
浜
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り

審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
平
成
29年
10月
３
日

 
宮
 城
 県
 収
 用
 委
 員
 会
　
　
　

１
　
日
時
　
平
成
29年
11月
６
日
（
月
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等
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